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第⚘条 第⚕条第⚑号及び⚒号の会員は会費年額12,000円を，同条第⚓号から⚗号ま
での会員は会費年額4,500円を納めることを要する。

第⚘条の⚒ 会計年度は，毎年⚔月⚑日から⚓月31日までとする。
第⚙条 会員及び名誉会員は，機関誌「関西大学法学論集」及び「関西大学法学会

誌」の配布を受ける。
第10条 この規則の改正は，評議員会の決議による。
付則 この改正規則は，2019年⚗月10日から施行する。

2 0 2 1 年⚙月 15 日 印刷 関西大学 第７１巻
2 0 2 1 年⚙月 22 日 発行 法学論集 第３号

編 集 兼
発 行 人 関 西 大 学 法 学 会

振替 0 0 9 1 0 - 4 - 6 6 8 8 2

印 刷 所 ㈱冨山房インターナショナル
東京都文京区千石2-25-11

発 行 所 関 西 大 学 法 学 会
大阪府吹田市山手町⚓丁目⚓番35号

関西大学法学部内

(Ⓒ関西大学法学会 2021)


